
ＷＴＯ農業交渉ＷＴＯ農業交渉についてについて

農林水産省大臣官房審議官

山下 正行



目次

Ⅰ 農産物貿易をめぐる状況
・ 我が国の農産物輸入状況について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １
・ 主要国の農産物輸出入額（2000年）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２
・ 主要国の農産物平均関税率について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３
・ 我が国及び諸外国の食料自給率・穀物自給率・・・・・・・・・・・・・ ４
・ 農産物貿易に関する国民の意識・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５

Ⅱ ＷＴＯ農業交渉にのぞむ基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・ ６
Ⅲ ＷＴＯ農業交渉について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８
Ⅳ ＷＴＯ農業交渉の状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９

Ⅴ 農業交渉をめぐる全体構図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １０
Ⅵ 香港閣僚宣言と主要国･グループの主張(主要論点）・・・・・ １２
（参考）ＷＴＯ香港閣僚宣言（2005年12月18日）の概要・・・・・・ １９
（参考）農業枠組み合意の内容（2004年7月末） ・・・・・・・・・・・ ２３



我が国の農産物輸入状況について
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主要国の農産物輸出入額（２０００年）

輸入額（億ﾄﾞﾙ） 輸出額（億ﾄﾞﾙ）

449 565

345 241

154

米国

日本

ドイツ

豪州

アルゼンチン

（純輸入額）

（-115億ﾄﾞﾙ）

（346億ﾄﾞﾙ）

（103億ﾄﾞﾙ）

（-94億ﾄﾞﾙ）

（-124億ﾄﾞﾙ）

548 564ＥＵ （-16億ﾄﾞﾙ）

30

108

259 167イギリス （92億ﾄﾞﾙ）

16

13

資料：FAO「FAOSTAT」
注：EUの輸出入額は、EU域内流通分を除く。
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主要国の農産物平均関税率について

出典：OECD「Post-Uruguay Round Tariff Regimes」(1999)
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我が国及び諸外国の食料自給率・穀物自給率
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農産物貿易に関する国民の意識
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0 100

貿易について輸出入国間の
ﾊﾞﾗﾝｽが図られるべき

多面的機能の維持・発揮は必要

多面的機能を有する農業を
将来に残すべき

外国産の方が安い食料は
輸入に依存すべき

食料の安全保障が確保されるべき

将来の食料供給に不安

（％）

資料：総理府「農産物貿易に関する世論調査」（2000年7月）（抜粋）
調査対象：全国20歳以上の者5,000人 回収率：70％ ５



６

食料輸入国の立場から、我が国は「多様な農業の共存」を基本理念とし、現実的かつ

バランスのとれた新たな貿易ルールの確立を目指し、「守るところは守り、攻めるところは

攻め、譲れるところは譲る」という姿勢で、戦略的かつ前向きに交渉。

多様な農業の共存
輸出国と輸入国の権利
義務のバランスの回復

農政改革の継続 開発途上国への配慮

Ⅱ．ＷＴＯ農業交渉にのぞむ基本的な考え方



ＷＴＯ農業交渉にのぞむ我が国の考え方

○ 我が国は、急峻な国土を有しており、

農業の多面的機能の維持への要請。

農業の多面的機能

洪水調節、水資源
かん養

土砂崩壊防止

レクリエーションの
場の提供

緑豊かな景観の提供

大気の浄化

地域社会の維持

○ 我が国は世界最大の食料純輸入国であ
り、食料安全保障の確保への要請。

我が国の食料自給率の推移
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○ ＷＴＯ農業交渉の３分野 
 

 
 
 
 
○ ＷＴＯ農業交渉の流れ 

 

Ⅲ ＷＴＯ農業交渉について
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野 

市場アクセス 

国内支持 

輸出競争 

関税削減などによる貿易機会拡大を議論 

貿易を歪める国内補助金等の削減を議論 

貿易を歪める輸出補助金の撤廃等を議論 

 
 

枠組み合意
 

最終合意 
 

譲
許
表
交
渉 

Ｈ１６(０４)年７月 

関税削減方式の考え

方など、数字入りの各

国共通ルールを決める

前提となる大枠を決定

Ｈ１７（０５）年 

１２月 

関税削減率や、詳

細な要件などが入

った各国共通ルー

ルの決定。 

各国毎に、｢△△の関税率

は◇％とする｣など個別具

体的な約束を決定。 

Ｈ１７（０５）年

７月 

交渉状況 

の評価 

交渉状況の

評価と論点

整理 

香港閣僚

宣言 

構造的要素のうち意見の

収れん部分及び交渉スケ

ジュールを盛り込んだ閣

僚宣言を採択。 

Ｈ１８（０６）年 

４月末まで

Ｈ１８（０６） 

年内 

モダリティ 
（各国共通のルール）

確立 

８ 

Ｈ１８（０６）年

７月末まで 

各国がモダリティに

基づいた包括的な

譲許表案を提出。 

各国譲許表

案の提出



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○  ２００４年７月末に交渉の大枠となる枠組みに合意。 
○ １２月の香港閣僚会議において、モダリティ確立に向けての基礎となるべき構造的要素のうち、意見の収れんの見られた

部分及び２００６年４月末までに各国共通のルールであるモダリティを確立し、同年７月末までに各国がモダリティに

基づく包括的な譲許表案を提出するとの交渉スケジュール等を盛り込んだ閣僚宣言を採択。 

○ 枠組み合意及び香港閣僚宣言を基礎に、１月から、２００６年内の交渉終結を目指して、交渉が再開。 

Ⅳ ＷＴＯ農業交渉の状況 
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2004年７月末 

2005年７月末 

   12月 

 

2006年１月 

 
   ２月 
 
      ３月 
      ４月 
   ４月末 
   ５月 
      ６月 
      ７月中旬 
      ７月末 
   11月 
      12月末

枠組合意 

交渉状況の評価 

ＷＴＯ第６回閣僚会議(香港) （閣僚宣言の採択）〔12/13～18〕 

 

農業交渉会合（ジュネーブ）〔1/23～27〕 

スイス主催ＷＴＯ非公式閣僚会合（スイス・ダボス）〔2/27～28〕 

貿易交渉委員会（ジュネーブ）〔2/7〕 

農業交渉会合（ジュネーブ）〔2/13～17〕(予定) 

農業交渉会合（ジュネーブ）〔3/20～24〕(予定) 

農業交渉会合（ジュネーブ）〔4/18～21〕(予定) 

モダリティ確立期限 

ＯＥＣＤ閣僚理事会（パリ）〔5/23～24〕 

ＡＰＥＣ貿易担当大臣会合（ホーチミン）〔6/1～2〕 

主要国首脳会議（ロシア） 

各国譲許表案提出期限 

ＡＰＥＣ閣僚・首脳会議（ハノイ）〔11/15～19〕 

ドーハラウンド交渉最終合意 

○ＷＴＯ農業交渉のスケジュール（見込み）



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【輸入国】 

【輸出国】 

ＥＵ 

Ｇ９０ 

･カリブ地域国 

･アフリカ地域国 （ACP） 

･太平洋地域国 

･後発開発途上国（LDC） 

からなるグループ 

【
途
上
国
】

Ｇ３３

インドネシア、 
トルコ 等 

(途上国の特別扱いに関心が高いグループ) 
Ｇ１０ 

日本 スイス

ノルウェー 韓国 等 
（農業の多面的機能を重視）

◎

米国 
★ 

Ｇ２０

インド 

ブラジル

中国 

(有力途上国グループ) 

★

★

★ 

（注１） Ｇ１０構成国：日本、スイス、ノルウェー、韓国、台湾、アイスランド、イスラエル、リヒテンシュタイン、モーリシャス 

（注２） ★印を付した米国、ＥＵ、ブラジル、インド、豪州は、ＦＩＰｓ(Five Interested Parities)のメンバー国。 

（注３） ◎印を付した米国、ＥＵ、ブラジル、インド、豪州、日本は、Ｇ６のメンバー国 

カナダ

豪州 

ケアンズ・グループ
（農産物輸出国グループ） 
ただし、カナダはケアンズに
距離を置き、ブラジルは主に
G20 のリーダーとして行動。 

★

Ⅴ 農業交渉をめぐる全体構図 

１０ 

★

◎
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◎

◎

◎



 

（参考） 
 
 
 国 数 構 成 国 

Ｇ１０ ９カ国 日本、ノルウェー、スイス、韓国、台湾、アイスランド、イスラエル、リヒテンシュタイン、
モーリシャス 

Ｇ２０ 
２１カ国 

（G20閣僚会合
(2005.3.21) 
参集国） 

アルゼンチン、ブラジル、ボリビア、チリ、中国、インド、メキシコ、パラグアイ、 
フィリピン、南アフリカ、キューバ、パキスタン、ベネズエラ、エジプト、ナイジェリア、 
インドネシア、タイ、タンザニア、ジンバブエ、グアテマラ、ウルグアイ 

Ｇ９０ 
７９カ国 

（G90閣僚会議(2004.6.9)
参集国） 

バルバドス、トリニダード･トバゴなどカリブ地域国、ケニア、ベナンなどアフリカ地域国  
フィジー、パプアニューギニアなど太平洋地域国、 
バングラディッシュなど後発開発途上国（ＬＤＣ） 

ケアンズ 
グループ １８カ国 

アルゼンチン、オーストラリア、ボリビア、ブラジル、カナダ、チリ、コロンビア、 
コスタリカ、グアテマラ、インドネシア、マレーシア、ニュージーランド、パラグアイ、 
フィリピン、南アフリカ共和国、タイ、ウルグアイ、パキスタン 

Ｇ３３ 
(ＳＰフレンズ) 

４２カ国 
（G33閣僚会合

(2005.4.23) 
参集国） 

インドネシア、韓国、スリランカ、中国、トルコ、パキスタン、フィリピン、モンゴル、 
キューバ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、トリニダード･トバゴ、ニカラグア、ハイチ、 
パナマ、バルバドス、ホンジュラス、ベネズエラ、ペルー、ウガンダ、ケニア、 
コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、セネガル、タンザニア、 
ナイジェリア、ボツワナ、モーリシャス、モザンビーク、インド、アンティグア・バーブーダ、
ベリーズ、ベナン、グレナダ、ガイアナ、マダガスカル、 
セント・クリストファー・ネービィス、セント・ルシア、セント・ビンセント、スリナム 

 
ＡＣＰ 

 
アフリカ・ 
カリブ・ 
太平洋諸国 
グループ 

５５カ国 

ソロモン、パプアニューギニア、フィジー、アンティグア・バブーダ、グレナダ、ジャマイカ、 
スリナム、ｾﾝﾄｸﾘｽﾄﾌｧｰﾈｰﾋﾞｽ、ｾﾝﾄﾋﾞﾝｾﾞﾝﾄ･ｸﾞﾚﾅﾀﾞ、セントルシア、ドミニカ、ドミニカ共和国、 
ﾄﾘﾆﾀﾞｰﾄﾞ･ﾄﾊﾞｺﾞ、ハイチ、バルバドス、ベリーズ、ガイアナ、アンゴラ、ウガンダ、ガーナ、 
ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアベサウ、ケニア、コートジボアール、 
コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、 
スワジランド、セネガル、タンザニア、チャド、中央アフリカ、トーゴ、ナイジェリア、 
ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、 
マラウイ、マリ、南アフリカ、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、ルワンダ、 
レソト 

ＷＴＯ交渉の主要グループ
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Ⅵ 香港閣僚宣言と主要国・グループの主張（主要論点） 

○閣僚宣言 
・適切な境界値についての合意の必要性を認識しつつ、関税削減方式は先進国・途上国共通の４階層を採用。 
・関連するすべての要素を考慮に入れ、重要品目の扱いに合意する必要。 
・途上国は、タリフラインの適切な数を特別品目（ＳＰ）として自ら指定する柔軟性及び輸入数量及び価格の発動基準に基づく特別セーフガード
措置（ＳＳＭ）を有する。 

１．市場アクセス

選択 全品目の15% 全品目の10% 全品目の1% 

○ 関税削減率は、該当す

る階層の1/2の削減率 

○ 低関税輸入枠の拡大幅

は消費量の7.5% 

全品目の8% 

○ 関税削減率は、該当する
階層の1/3～2/3の削減率 

 
○ 関税削減の緩和の程度を
低関税輸入枠の拡大に変
換する計算式を提案 

有税品目の1% 

○ 該当する階層での削減を行
った際の関税率からの乖離
は 30％を限度 

○ 関税割当の拡大幅は、消費量
の６％＋関税削減乖離分 

20%

50%

70%

45%削減 50%±10% 
削減 

37%削減 42%±9% 
削減 

31%削減 
36%±8% 
削減 

27%削減 32%±7% 
削減 

上限関税なし 

Ｇ１０ 

20%

40%

60%

85～90%削減 

75～85%削減 

65～75%削減 

55～65%削減 

上限関税75% 

米 国 

30%

60%

90%
60%削減

50%削減

45%削減

平均35%削減

(20-45%) 

上限関税100% 

Ｅ Ｕ 

20%

50%

75%

75%削減

65%削減

55%削減

45%削減

上限関税100% 

Ｇ２０ 

一 

般 

品 

目 

重 

要 

品 

目 

○ 関税削減と関税割当約束の標準的組合わせ
の設定と両要素の間でのスライド方式 

○ 関税削減は一般品目の削減率の1/ⅹ 
○ 関割拡大は、現行約束数量のy％を拡大し、
国内消費量に占める現行約束数量の割合に応
じて調整。 

「定率削減」又は「定率削減＋柔

軟性」の選択制 
定率削減方式（最下層のみ柔

軟性あり） 
定率削減方式 削減率漸増方式 

１２ 

今後の 

主要論点 
関税削減方式（境界、柔軟性の有無）と削減率、重要品目の数と扱い、上限関税 等 



 

6,878

56

4,446

47

32

26

5,335

318

無

無

247

豚肉

牛肉

　雑豆

　大麦

無

有

有

有

1,259

でん粉

関割の
有無

有

有20

有

砂糖

乳製品

332

品目
生産額
（億円）

タリフラ
イン数

コメ 20,040 17

有

※　生産額1000億円、又は100億
円以上のＵＲ関税品目

小麦

こん
にゃく芋 111 1

1,304

8

6

12

G10 EU G20 米国 G10
　

10～
15％
(133～
199）

ＥＵ

８％

(106)

 Ｇ20

有税品目

の１％

米国

１％

（13）

数

Ａ品目

45％削減

60％削減

75％削減

90％削減

帰属階層の
削減率の１/Ｘ 最低20％

最高40％
削減

最低52.5％
削減

45％削減

最低15％削減

上限関税
75％

一般品目 重要品目ＵＲの実績

※　Ｇ10は定率削減の場合

各国提案の関税削減等のイメージ（高関税品目の場合）

主要品目のタリフライン数削減前

平均
36％
削減

上限関税
100％

※　括弧内は我が国の総タリフラ
イン数1326に当てはめた数

(10）

又は

関割
拡大幅

現行約束
数量のＹ％
拡大
ｽﾗｲﾄﾞ方式

関税削
減の緩
和分に

応じて

消費量
の

7.5％

消費量
の最低

6％　+
乖離分

※　Ｇ１０については、枠内税率引
き下げ、関割設定方法の変更等
を含む

上限関税
100％

上限関税
75％

上限関税
適用？

一般品目の
関税削減か
らの乖離

スライド方
式で事実
上乖離に
対処

関税削
減率の
乖離が
大きいと
拡大幅も
大

乖離分
の拡大
主張する
も詳細不
明

上記乖離
部分の計
算式不明
乖離は
30％を限度

（参考） 

１３ 



 

国際価格＋関税

国内価格

国際価格

数量

一次税率国際価格＋

国際価格＋二次税率

低関税輸入枠

価

格

国際価格＋関税
国内価格

国際価格

数量

引下げ
価

格

低関税輸入枠

国際価格＋関税

国内価格

国際価格

数量

拡大

価

格

低関税輸入枠

(参考)
二次税率の削減
(いわゆる関税
削減）

低関税輸入枠の拡大

国際価格＋関税

国内価格

国際価格

数量

引下げ

低関税輸入枠

価

格

一次税率の削減

関税割当約束について

（参考） 

１４ 



 

２．国内支持 

○閣僚宣言 

・３階層（①ＥＵ、②日本、米国、③その他の国）で高階層ほど大きく定率削減。低い階層の先進国で相対的支持水準の高い国は追加的努力。 

・貿易歪曲的支持全体の削減は、総合ＡＭＳ（黄の政策）の最終譲許水準、デミニミス（最小限の政策）、青の政策の削減の合計の方が小さくて

も行われる必要。 

・緑の政策の基準は、貿易歪曲性が最小以下の途上国の政策が緑の政策に含まれることが確保されるよう、再検討。 

○ 新青の政策は追加

的規律が必要 

○ 現行の青の政策は

現在の規律を維持 

○ 新青の政策は支持価格

との価格差を凍結しその

割合を制限 

○ 現行の青の政策は規律

維持 

○ 農業総生産額の５％を

上限

○ 新青の政策には価格

補填額の制限が必要 

○品目別上限設定が必要

 

○ 現在の規律を維持

○ 規律強化が必要 

○ 途上国の農業条件に

合った類型の追加 
○ 現在の規律を維持

○現在の規律を維持

デミニミス ○ (大幅)削減 ○ 先進国は80％削減 ○ 削減 ○ ５０％削減

青
の
政
策

緑
の
政
策

○ 新青の政策の規律 

 強化に反対 
○ 農業総生産額の 

 2.5%を上限 

Ｇ１０ 米 国ＥＵ Ｇ２０

ＥＵ

日本

米国

その他

ＥＵ

日本

米国

その他

80%
削減

70%

削減

60%

削減

ＥＵ

日本

米国

その他

83%
削減

60%

削減

37%

削減

ＥＵ

米国

その他

70%
削減

60%

削減

50%

削減

日本

第１階層に

入るか、第

２階層で追

加的削減 

黄
の
政
策
の
削
減

70% 

削減 

60% 

削減 

40% 

削減

○最上位層から、75%､

65%､45%削減 
○最上位層から、70%､

60%､50%削減 
○最上位層から、80%､

75%､70%削減 
○最上位層から、75%､

53%､31%削減 

全
体
削
減

１５ 

今後の 

主要論点 
削減率（黄の政策,全体削減,ﾃﾞﾐﾆﾐｽ）、青の政策（新青の政策の追加規律,上限）、緑の政策（途上国向け類型の追加）等 



 

注：（ ）内の数値は農業総生産額に占める割合 
    WTO通報に基づく １６ 

（参考）各国の国内支持の水準 

○ 貿易・生産への影響があると位置付けられる「黄」の政策について、我が国は、農政改革により、

既に、約束水準の 18％まで削減。 

○ ＡＭＳ水準の各国比較 

(億円)

日本 
(2002) 

米国 
(2001)

ＥＵ 
(2001)

66,864

42,730（16％）

約束水準 
の 64％ 

268,053

23,216
17,516（7％）

約束水準

の 75％

241,240

ＡＭＳ実績

7,300（8％）

89,297 

農業総生産額 

2000年約束水準

約束水準

の 18％

39,729



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ｇ１０ ＥＵ Ｇ２０ 米国 

輸出補助金の
撤廃時期 

・ ２０１３年までに、全ての形態の輸出補助金を撤廃で合意。（ＥＵは、ﾊﾟﾗﾚﾘｽﾞﾑを強く主張） 

輸出信用 
 
 

・輸出補助金撤廃と同等の規律
（ﾊﾟﾗﾚﾘｽﾞﾑ）を主張。 

・十分な保険料を課した輸出保

証に限定。（短期の自己資金

調達の原則） 

・ 償還期間 180 日以下の輸出

信用の規律の確立。 

・ 償還期間 180 日以上の例

外、保険料算出基礎を 15 年

間とすることを提案。 

輸出国家貿易 ・ 二重価格制、プール価格制のよ
うな貿易歪曲的制度の規律を確

立。途上国にはＳ＆Ｄを付与。

［日本］ 

・ 貿易歪曲的な全ての特権（輸 

出独占の禁止、独禁法の例外

等）の撤廃。 

・ 輸出国貿の独占的地位では

なく、運用に焦点を当てるべ

き。 

・ 輸出独占の禁止、財政上の

特権供与の禁止、透明性の向

上を主張。 

食料援助 ・ 国際機関の要請等による有償・

現物援助は維持。緊急性に応じ

て規律の厳格さに差。［日本］ 

・ 原則無償化、資金援助化、国際

機関の関与を主張［ｽｲｽ等］ 

・ ｱﾝﾀｲﾄﾞ化、現金、無償援助に

限定。現物援助は緊急援助に

限定。 

・ 規律は、人道的緊急援助を阻

害してはならない。 

・ 余剰処理につながる食料援助

の無償化・ｱﾝﾀｲﾄﾞ化を主張。 

・ ①緊急援助は幅広い自由裁

量、②ＬＤＣ、NFＩＤＣ向け援助

には緩やかな規律、③その他

の援助には厳格な規律を適

用。現物援助は排除されな

い。 

３．輸出競争 

○閣僚宣言 
・２０１３年までに、全ての形態の輸出補助金の並行的撤廃及び同等の効果を持つ全ての輸出措置に対する規律を確保。実質的な部分が実
施期間の前半に実現されるよう、今後モダリティで具体化される形で漸進的かつ並行的に達成。 
・輸出信用、輸出国家貿易、食料援助に関する規律は、２００６年４月末までにモダリティの一部として完成。 
・輸出国貿に関する規律は、将来の独占権の使用をも対象。食料援助は、緊急時の対応に障害が生じないよう、真正な食料援助のための「セ
ーフ・ボックス」が与えられるものとし、それ以外は、商業代替の撤廃を確保するため、現物の食料援助、現金化及び再輸出に関する効
果的な規律に合意。 

１７ 

今後の 

主要論点 
撤廃対象となる輸出信用、輸出国家貿易、食料援助の特定（パラレリズム）等 



 

 
 
 

項 目 主な実施国 支出額（百万 US ﾄﾞﾙ） 

ＥＵ 5,588 (1999年) 
輸出補助金 

米国       80  (1999年) 

米国     3,929  (1998年) 

ＥＵ      1,254  (1998年) 

豪州      1,553  (1998年) 輸出信用 

カナダ      1,108  (1998年) 

米国      1,210  (2001年) 
食料援助 

ＥＵ        118  (2001年) 

豪州（小麦） 
輸出国家貿易 

カナダ（小麦・大麦・乳製品） 
― 

 

注：輸出信用は、対象となっている融資保証や保険の契約の額面金額 

１８ 

（参考）輸出競争分野の対象



 

 
 ＷＴＯ香港閣僚宣言（２００５年１２月１８日）の概要 

○  国内支持  

   ・３階層（①ＥＵ、②日本、米国、③その他の国）で高階層ほど大きく定率削減。低い階層の先進国で相対的支持水

準の高い国は追加的努力。 

・貿易歪曲的支持全体の削減は、総合ＡＭＳ（黄の政策）の最終譲許水準、デミニミス（最小限の政策）、青の政策の

削減の合計の方が小さくても行われる必要。 

・ＡＭＳ約束を有していない途上国は、デミニミス及び貿易歪曲的国内支持全体の削減を免除。 

・緑の政策の基準は、貿易歪曲性が最小以下の途上国の政策が緑の政策に含まれることが確保されるよう、再検討。 

○  輸出競争  

・２０１３年までに、全ての形態の輸出補助金の並行的撤廃及び同等の効果を持つ全ての輸出措置に対する規律を確保。

実質的な部分が実施期間の前半に実現されるよう、今後モダリティで具体化される形で漸進的かつ並行的に達成。 

・輸出信用、輸出国家貿易、食料援助に関する規律は、２００６年４月末までにモダリティの一部として完成。それを

踏まえて、すべての形態の輸出補助金の撤廃期日を、漸進性及びパラレリズム(同等の規律)の内容とともに確定。 

○  市場アクセス  

・適切な境界値についての合意の必要性を認識しつつ、関税削減方式は先進国・途上国共通の４階層を採用。 

・関連するすべての要素を考慮に入れ、重要品目の扱いに合意する必要。 

・途上国は、タリフラインの適切な数を特別品目（ＳＰ）として自ら指定する柔軟性及び輸入数量及び価格の発動基

準に基づく特別セーフガード措置（ＳＳＭ）を有する。 

○  交渉スケジュール  

モダリティを遅くとも２００６年４月３０日までに確立し、これに基づき、遅くとも２００６年７月３１日までに包

括的な譲許表案を提出。 

１．本体 （１）農業交渉 

１９ 

（参考） 



 

○ 先進国の綿花に対する全ての形態の輸出補助金は２００６年に撤廃。 

○ 先進国は、実施期間の開始時から、ＬＤＣの綿花に対し無税無枠を供与。 

○ 綿花生産に対する貿易歪曲的国内支持は、一般的なフォーミュラよりも野心的かつ短期間に削減。 

 

（２）綿 花 

○ 先進国及び自ら実施する立場にあると宣言する途上国が次の措置を行うべきことに合意。 

① ２００８年に又は実施期間の開始までに、全てのＬＤＣ原産の、全ての産品に対する無税無枠の市場アクセスを持続

的に供与。 

② 上記のアクセス供与が困難な加盟国は、ＬＤＣ原産のタリフラインの９７％以上の産品に対し無税無枠の市場アクセ

スを供与。さらに、上記の義務の履行を漸進的に達成するための措置をとる。 

③ ＬＤＣからの輸入に適用される特恵的原産地規則が、透明かつ簡素であり、また、市場アクセスの円滑化に貢献する

ことを確保。 

（３）ＬＤＣ（後発開発途上国） （本体及び附属書Ｆ） 

２０ 



 

２．附属書Ａ（農業）

１．一般品目 
・階層の数は、4階層という作業仮説（※香港閣僚会議で４階層を採用することで決着）。 
・関税削減方式は、定率削減方式に大きな収れんがあり、階層内に一定の柔軟性（削減率に一定の幅）を含めるかを含め、
意見の差を縮めていく必要。 
・階層の境界については、より収れんが見られるが、関税削減率は、大きな差。 
・上限関税の概念を完全に拒絶している国々がある一方、他の国々は７５～１００％の上限関税を提案。 
２．重要品目 
・重要品目の数は、タリフラインの１％から１５％の幅がある状況。 
・重要品目の取扱いに関する基本的なアプローチについて、根本的な意見の相違を解決し、自由化の程度についての意見の
収れんが必要。 

市場アクセス 

国内支持 

○ 黄の政策（ＡＭＳ）の削減は、３階層（第 1 階層：ＥＵ、第２階層：米国）という作業仮説。日本の位置づけが、完全
に解決される必要（※香港閣僚会議で日本は第２階層という方向で収れん）。 

○ デミニミス（最小限の政策）は、先進国は５０～８０％削減。途上国は意見の相違が存在。 
○ 青の政策は、枠組み合意以上の制限を設けることについて収れん。上限を５％から２．５％に下げる提案あり。「新」青

の政策に対する追加的な規律については意見の対立。 

輸出競争 

○ 撤廃期日については現時点で収れんはない。 
○ 償還期限１８０日以下の輸出信用に対する規律は、意見の収れんがあるが多くの課題。 
○ 輸出国家貿易等の貿易歪曲的行為に対処するための規律は重要な意見の収れんがあるが、独占権の将来の使用について

は根本的な意見の対立。 
○ 食料援助は、真の食料援助を阻害すべきではないこと等にコンセンサス。緊急援助とそれ以外の援助の規律を区別すべ

きとの意見。真の緊急事態を除き、アンタイド・現金の援助に移行すべきかで根本的な意見の対立。 

２１ 



 

（参考） 我が国の開発イニシアチブ（２００５年１２月９日） 

３つの柱

生産
Produce

流通・販売
Sell

購入
Buy

農林水産業に
従事する人々や中小・
零細業者が裨益する
ための生産・加工分野
での（供給側面）支援

流通・輸出体制支援
生産者が裨益する
ための販路確立支援

ＬＤＣ無税無枠
途上国産品の差別化
特恵消失への対応

知識

・技術

資金

人

制度

ＬＤＣ無税無枠

生産性向上

販路拡大

輸出促進

南南貿易拡大

周辺国からの支援

ＮＧＯ・
民間との連携

・技術協力
・農民間の情報交換
・民間の知識の利用

・インフラ用
有償資金協力
・無償資金協力

・専門家派遣
・研修員受入

・特恵制度
・貿易保険
・統合フレームワーク
（ＩＦ）との連携

手段

支援にあたっては、 
途上国側と緊密に協議 

２２ 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
一般の品目 

関税率

○％ 

△％ 

◇％ 

０％ 

削

減

幅

大 

削

減

幅

小

階層方式 

○譲許税率から削減。  
○階層の数､決め方､
各階層内の関税削
減方式は今後の交
渉対象。 

重要品目 

市場アクセスの実質的な改善は、

関税削減と関税割当約束の組合せ

を通じ達成異
な
る
扱
い 

 
 
○ 自主選択 
○ 階層方式の全体の目的を阻
害することなく、今後の交渉
によって決められる適切な数 

重要品目の選択  
 
  
   その役割を更に評価した上

で、その是非を検討 

上限関税 
 
   
    

今後の交渉対象 

農業の特別セーフガード 

一般品目とは異なった関税削減方式 

関税割当約束 

 
 
 
重要品目への配慮があって初めて最終 
的な交渉のバランスは達成等と記述 

２３ 

１．市場アクセス 
農業枠組み合意の内容（２００４年７月末） 

（参考） 



 

 

 
 

 性 格 ＵＲでの扱い 枠組み合意の内容 

貿易歪曲的 
国内支持 

  ・ 貿易歪曲的国内支持（ＡＭＳ＋青＋デミニミス）の合計

は、階層方式で削減 
・ 合計額を実施期間の初年度に20％削減 

黄の政策 
(ＡＭＳ) 

最も貿易歪曲的な国内助成 
(市場価格支持､不足払い 等) 

各国の1986-88年の
実績を20％削減 

・ 2000年約束水準をベースに、階層方式で実質的に削減 
・ 品目別ＡＭＳは、今後合意される方法で決定される平均

水準を上限 

デミニミス 
(最小限の政策) 農業生産額の５％以下の国内助成 削減対象外 

・ デミニミスの削減を行うが、途上国に対する特別かつ異

なる待遇に配慮しつつ協議 

 

青の政策 

 
 
直接支払いのうち、特定の要件を満た

すもの 
ＵＲ合意では生産調整の下での 
直接支払い 

削減対象外 

・ 次の①､②の措置を使えるよう、青の政策の基準を再検

討、追加的要件とともに今後交渉される。 
① 生産調整の下での直接支払い 

固定された面積に基づく支払いである等の要件 
② 生産が求められない直接支払い 

固定された面積に基づく支払いである等の要件 
・ 過去の期間の農業総生産額の平均の５％を上限 

緑の政策 
貿易歪曲性がないか最小限であるも

の 
（試験研究、基盤整備 等） 

削減対象外 

・ 緑の政策の基準は、緑の政策であること（貿易歪曲性が

ないか又は最小限であること）を確保する観点から、再

検証及び明確化 
・ この際、非貿易的関心事項が考慮される必要 

２．国内支持 

（参考）国内支持の概念図 

黄の政策 
（ＡＭＳ） 

 
青の 
政策 

   
緑の政策 

デミニミス 

貿易歪曲的国内支持 

２４ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

今後合意される期日までに撤廃 
※ この他、輸出禁止及び制限に

関する規律は強化。

輸出補助金 
（ＥＵが多用）

償還期間が180日を超える 
もの 
 
 
 

 
 
 
 
貿易歪曲的行為 

 
       
規律に合わないもの 

・食料援助の商業貿易の代替の防
止の観点から、今後合意される
運用上効率的な規律を課す。 
・①実施に関する国際機関の役割 
②完全無償化のみの供与 
については、交渉で対処。 

輸出信用 等 
（米国が多用）

輸出国家貿易
（豪州､カナダ 等）

(米国が多用) 

償還期間が

180日以内 

規律には、利子の支払い、

最低利率等の要素を含む 

貿易歪曲的

でない行為

食料援助 

国家独占権の問題は

更なる交渉 

３．輸出競争

注）我が国は、輸出補助金は不使用（食料援助は実施）。 ２５ 


